
○南砺市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

平成１８年３月３１日

告示第７９号

改正 平成２２年１月８日告示第３号

平成２３年３月２３日告示第４４号

平成２７年３月２０日告示１３１号

（趣旨）

第１条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則（平成１６年南砺市規則第３６号）第

２０条の規定に基づき、中小企業の振興及び雇用の促進と安定を図るため、南砺市

中小企業退職金共済制度加入促進補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

（１） 中小企業者 中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号。以下「法」

という。）第２条に規定する中小企業者のうち、常時雇用する従業員の数が１０

０人（卸売業、サービス業又は小売業を主たる事業とする場合は、５０人）を超

えない事業主をいう。

（２） 退職金共済契約 法第２条第３項及び第５項に規定する契約又は所得税法

施行令（昭和４０年政令第９６号）第７３条に規定する特定退職金共済団体との

間で締結した契約をいう。

（３） 共済契約者 退職金共済契約の当事者である中小企業者をいう。

（４） 被共済者 退職金共済契約に基づき退職金を受給できる者をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる中小企業者は、次の各号のいずれにも該

当するものとする。

（１） 市内に事業所を有し、１年以上継続して同一事業を営んでいる者

（２） 市税を滞納していない者

（３） 市内の事業所に勤務する従業員を被共済者として新規に退職金共済契約を

締結した共済契約者



（補助金の額及び交付の期間）

第４条 補助金の額は、毎年１月１日から１２月３１日までの期間中に納付した法第

２２条第１項に定める掛金総額に１００分の２０を乗じて得た額とする。ただし、

被共済者１人当たりの補助金の額は、納付月数に１，０００円を乗じて得た額を限

度とする。

２ 前項の補助金の交付期間は、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から起

算して１２箇月間とする。

（交付の申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする共済契約者は、中小企業退職金共済制度加入

促進補助金交付申請書（様式第１号）に退職金共済掛金払込内訳書（様式第２号）、

独立行政法人勤労者退職金共済機構の発行する退職金共済手帳の写し、納税証明書

その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

２ 前項の申請は、毎年１月末日までにその前年分について行うものとする。

（交付の決定及び確定）

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

適正と認めるときは、補助金の交付の適否及び交付額を決定及び確定し、中小企業

退職金共済制度加入促進補助金交付決定及び確定通知書（様式第３号）により当該

申請者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第７条 市長は、中小企業退職金共済制度加入促進補助金請求書（様式第４号）によ

る当該申請者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

（補助金の返還）

第８条 市長は、虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた者がある場合は、

既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附 則

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年１月８日告示第３号）



この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成２３年３月２３日告示第４４号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成２７年４月１日告示第１３１号）

この告示は、公表の日から施行する。


